
特
定
タ
ン
カ
ー
に
係
る
特
定
賠
償
義
務
履
行
担
保
契
約
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案

参
照
条
文

○
船
主
相
互
保
険
組
合
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

○
船
舶
の
所
有
者
等
の
責
任
の
制
限
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
九
十
四
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

○
船
舶
油
濁
損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
九
十
五
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
２

○
国
土
交
通
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
３
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○
船
主
相
互
保
険
組
合
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
船
主
責
任
相
互
保
険
組
合
」
と
は
、
木
船
以
外
の
船
舶
の
所
有
者
若
し
く
は
賃
借
人
又
は
用
船
者
そ
の
他
そ
の
運
航
に
携
わ
る
者

の
当
該
船
舶
の
運
航
に
伴
つ
て
生
ず
る
自
己
の
費
用
及
び
責
任
に
関
す
る
相
互
保
険
た
る
損
害
保
険
事
業
を
行
う
た
め
、
こ
の
法
律
に
基
づ
い
て
設
立
し
た

組
合
を
い
う
。

４

（
略
）

（
業
務
の
制
限
）

第
四
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

小
型
船
相
互
保
険
組
合
は
第
一
項
各
号
及
び
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
業
以
外
の
事
業
を
、
船
主
責
任
相
互
保
険
組
合
は
第
二
項
各
号
及
び
同
条
第

三
項
に
規
定
す
る
事
業
以
外
の
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

○
船
舶
の
所
有
者
等
の
責
任
の
制
限
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
九
十
四
号
）
（
抄
）

（
責
任
の
限
度
額
等
）

第
七
条

前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
責
任
の
制
限
の
場
合
に
お
け
る
責
任
の
限
度
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

責
任
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
債
権
が
物
の
損
害
に
関
す
る
債
権
の
み
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
船
舶
の
ト
ン
数
に
応
じ
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
算
出
し
た
金
額
。
た
だ
し
、
百
ト
ン
に
満
た
な
い
木
船
に
つ
い
て
は
、
一
単
位
の
三
十
三
万
六
千
倍
の
金
額
と
す
る
。

イ

二
千
ト
ン
以
下
の
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
一
単
位
の
百
万
倍
の
金
額

ロ

二
千
ト
ン
を
超
え
る
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
イ
の
金
額
に
、
二
千
ト
ン
を
超
え
三
万
ト
ン
ま
で
の
部
分
に
つ
い
て
は
一
ト
ン
に
つ
き
一
単
位
の
四
百
倍

を
、
三
万
ト
ン
を
超
え
七
万
ト
ン
ま
で
の
部
分
に
つ
い
て
は
一
ト
ン
に
つ
き
一
単
位
の
三
百
倍
を
、
七
万
ト
ン
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
は
一
ト
ン
に

つ
き
一
単
位
の
二
百
倍
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
え
た
金
額

二

そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
は
、
船
舶
の
ト
ン
数
に
応
じ
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
金
額

イ

二
千
ト
ン
以
下
の
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
一
単
位
の
三
百
万
倍
の
金
額

ロ

二
千
ト
ン
を
超
え
る
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
イ
の
金
額
に
、
二
千
ト
ン
を
超
え
三
万
ト
ン
ま
で
の
部
分
に
つ
い
て
は
一
ト
ン
に
つ
き
一
単
位
の
千
二
百

倍
を
、
三
万
ト
ン
を
超
え
七
万
ト
ン
ま
で
の
部
分
に
つ
い
て
は
一
ト
ン
に
つ
き
一
単
位
の
九
百
倍
を
、
七
万
ト
ン
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
は
一
ト
ン

に
つ
き
一
単
位
の
六
百
倍
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
え
た
金
額

２
～
５

（
略
）
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○
船
舶
油
濁
損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
九
十
五
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
・
二

（
略
）

二
の
二

（
略
）

三

（
略
）

三
の
二

（
略
）

四

タ
ン
カ
ー

ば
ら
積
み
の
油
の
海
上
輸
送
の
た
め
の
船
舟
類
を
い
う
。

四
の
二

（
略
）

五

タ
ン
カ
ー
所
有
者

タ
ン
カ
ー
の
船
舶
所
有
者
（
船
舶
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
又
は
外
国
の
法
令
の
規
定
に

よ
り
船
舶
の
所
有
者
と
し
て
登
録
を
受
け
て
い
る
者
（
当
該
登
録
を
受
け
て
い
る
者
が
な
い
と
き
は
、
船
舶
を
所
有
す
る
者
）
を
い
う
。
た
だ
し
、
外
国

が
所
有
す
る
船
舶
に
つ
い
て
当
該
国
に
お
い
て
当
該
船
舶
の
運
航
者
と
し
て
登
録
を
受
け
て
い
る
会
社
そ
の
他
の
団
体
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
登
録
を
受

け
て
い
る
会
社
そ
の
他
の
団
体
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
い
う
。

五
の
二
～
五
の
四

（
略
）

六

タ
ン
カ
ー
油
濁
損
害

次
に
掲
げ
る
損
害
又
は
費
用
を
い
う
。

イ

タ
ン
カ
ー
（
ば
ら
積
み
の
油
以
外
の
貨
物
の
海
上
輸
送
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
タ
ン
カ
ー
に
あ
つ
て
は
、
ば
ら
積
み
の
油
の
輸
送
の
用
に
供
し
て
い

る
も
の
並
び
に
ば
ら
積
み
の
油
の
輸
送
の
用
に
供
し
た
後
当
該
タ
ン
カ
ー
の
す
べ
て
の
貨
物
艙
そ
う
内
に
当
該
油
が
残
留
し
な
い
程
度
に
そ
の
貨
物
艙

そ
う
を
洗
浄
す
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
ば
ら
積
み
の
油
以
外
の
貨
物
の
輸
送
の
用
に
供
し
て
い
る
も
の
及
び
貨
物
を
積
載
し
な
い
で
航
行
し
て
い
る

も
の
に
限
る
。
）
か
ら
流
出
し
、
又
は
排
出
さ
れ
た
油
に
よ
る
汚
染
（
貨
物
と
し
て
積
載
さ
れ
て
い
た
油
又
は
燃
料
油
（
当
該
油
が
貨
物
艙
そ
う
内
そ

の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
タ
ン
カ
ー
内
の
場
所
に
残
留
し
た
も
の
及
び
当
該
油
を
含
む
混
合
物
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
）

に
よ
る
汚
染
に
限
る
。
）
に
よ
り
生
ず
る
責
任
条
約
の
締
約
国
の
領
域
（
領
海
を
含
む
。
第
七
号
の
二
イ
及
び
第
三
十
九
条
の
五
第
一
項
第
二
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
内
又
は
排
他
的
経
済
水
域
等
内
に
お
け
る
損
害

ロ

イ
に
掲
げ
る
損
害
の
原
因
と
な
る
事
実
が
生
じ
た
後
に
そ
の
損
害
を
防
止
し
、
又
は
軽
減
す
る
た
め
に
執
ら
れ
る
相
当
の
措
置
に
要
す
る
費
用
及
び

そ
の
措
置
に
よ
り
生
ず
る
損
害

七
～
十
二

（
略
）

（
責
任
限
度
額
）

第
六
条

タ
ン
カ
ー
所
有
者
が
そ
の
責
任
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
け
る
責
任
の
限
度
額
（
第
十
四
条
第
三
項
及
び
第
三
十
八
条
に
お
い
て
「
責

任
限
度
額
」
と
い
う
。
）
は
、
タ
ン
カ
ー
の
ト
ン
数
に
応
じ
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
金
額
と
す
る
。

一

五
千
ト
ン
以
下
の
タ
ン
カ
ー
に
あ
つ
て
は
、
一
単
位
の
四
百
五
十
一
万
倍
の
金
額

二

五
千
ト
ン
を
超
え
る
タ
ン
カ
ー
に
あ
つ
て
は
、
前
号
の
金
額
に
五
千
ト
ン
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
一
ト
ン
に
つ
き
一
単
位
の
六
百
三
十
一
倍
を
乗
じ

て
得
た
金
額
を
加
え
た
金
額
（
そ
の
金
額
が
一
単
位
の
八
千
九
百
七
十
七
万
倍
の
金
額
を
超
え
る
と
き
は
、
一
単
位
の
八
千
九
百
七
十
七
万
倍
の
金
額
）

（
タ
ン
カ
ー
の
ト
ン
数
の
算
定
）
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第
七
条

前
条
の
タ
ン
カ
ー
の
ト
ン
数
は
、
船
舶
の
ト
ン
数
の
測
度
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
四
十
号
）
第
四
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り

算
定
し
た
数
値
に
ト
ン
を
付
し
て
表
し
た
も
の
（
以
下
「
総
ト
ン
数
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

（
保
障
契
約
の
締
結
強
制
）

第
十
三
条

日
本
国
籍
を
有
す
る
タ
ン
カ
ー
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
こ
の
法
律
で
定
め
る
タ
ン
カ
ー
油
濁
損
害
賠
償
保
障
契
約
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
単
に
「

保
障
契
約
」
と
い
う
。
）
が
締
結
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
二
千
ト
ン
を
超
え
る
ば
ら
積
み
の
油
の
輸
送
の
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

（
保
障
契
約
）

第
十
四
条

保
障
契
約
は
、
タ
ン
カ
ー
（
二
千
ト
ン
以
下
の
ば
ら
積
み
の
油
の
輸
送
の
用
に
供
す
る
タ
ン
カ
ー
を
除
く
。
）
の
タ
ン
カ
ー
所
有
者
が
当
該
タ
ン

カ
ー
に
積
載
さ
れ
て
い
た
油
に
よ
る
タ
ン
カ
ー
油
濁
損
害
の
賠
償
の
責
め
に
任
ず
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
賠
償
の
義
務
の
履
行
に
よ
り
当
該
タ
ン
カ
ー
所

有
者
に
生
ず
る
損
害
を
て
ん
補
す
る
保
険
契
約
又
は
そ
の
賠
償
の
義
務
の
履
行
を
担
保
す
る
契
約
と
す
る
。

２

保
障
契
約
は
、
当
該
契
約
に
お
い
て
タ
ン
カ
ー
所
有
者
の
損
害
を
て
ん
補
し
、
又
は
賠
償
の
義
務
の
履
行
を
担
保
す
る
者
が
船
主
相
互
保
険
組
合
、
保
険

会
社
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
で
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

保
障
契
約
は
、
当
該
契
約
に
お
い
て
タ
ン
カ
ー
所
有
者
の
損
害
を
て
ん
補
す
る
た
め
の
保
険
金
額
又
は
賠
償
の
義
務
の
履
行
が
担
保
さ
れ
て
い
る
タ
ン
カ

ー
油
濁
損
害
の
額
が
当
該
契
約
に
係
る
タ
ン
カ
ー
ご
と
に
当
該
タ
ン
カ
ー
所
有
者
の
責
任
限
度
額
に
満
た
な
い
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。

４

保
障
契
約
は
、
責
任
条
約
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
適
合
す
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
わ
せ
、
又
は
そ
の
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
国
土
交
通
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
号
）
（
抄
）

附

則

（
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
二
条

（
略
）

２

国
土
交
通
省
は
、
第
三
条
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
第
四
条
各
号
及
び
前
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
日
本
国
有
鉄
道
の
改

革
に
関
す
る
事
務
並
び
に
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
及
び
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
再
保
険
特
別
会
計
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八

十
三
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法

（
昭
和
三
十
年
法
律
第
九
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
再
保
険
関
係
及
び
保
険
関
係
に
係
る
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
再
保
険
事
業
及
び
自
動
車
損
害
賠
償
責

任
共
済
保
険
事
業
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。


